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英国のゾーン別送電線利用料金 
－ゾーン別料金の算出方法について－ 
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要旨 
現在日本の託送料金については，経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会の制度設計専門会合に

おいて，託送料金の発電事業者への発電容量課金が検討されており，さらには発電所の立地を考慮し

た料金（地点別料金，ゾーン別料金）とすることも検討されている。一方海外では，日本より先に英

国で，既に託送料金の発電事業者への発電容量課金，発電所の立地を考慮したゾーン別料金が採用さ

れている。英国でゾーン別料金が採用されていること自体は既に各所で報告されているが，料金算定

手法の詳細を解説した報告はない。そこで本稿では，英国の託送料金のうちゾーン別料金性を採用し

ている送電線利用料金（TNUoS：Transmission Network Use of System）について具体的な算定手

法を紹介することとする。本稿ではまず英国の託送料金体系を概説する。次に，送電線利用料金算定

のために採用された ICRP（Investment Cost Related Pricing）モデルを紹介し，このモデルを用い

た具体的な料金算定手法を説明する。 
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１．はじめに 
現在日本の託送料金は全額小売事業者負担となっている。一方で，経済産業省の電力・ガス取引監

視等委員会の制度設計専門会合において，託送料金の発電事業者への発電容量課金が検討されており，

さらには発電所の立地を考慮した料金（地点別，ゾーン別料金）とすることも検討されている。より

具体的かつ詳細な議論については，制度設計専門会合の下の組織である，「送配電網の維持・運用費用

の負担の在り方検討ワーキング・グループ」で集中的に検討されることとなっており，まさにホット

な話題となっている。 
 
一方で海外の状況を見ると，特に英国では，1990 年の電力自由化を契機に，1993 年からイングラ

ンド・ウェールズ地方の送電線利用料金にゾーン別料金制が導入されている。送電線利用料金は全て

の系統利用者（発電事業者と小売事業者）から徴収されている。2004 年にはスコットランド地方にも

適用を拡大し，英国全土の送電線利用料金にゾーン別料金制が適用された。1993 年の導入時に考えら

れたのが ICRP（Investment Cost Related Pricing）モデルであり，これに基づいてゾーン別送電線

利用料金が算定された。さらに 2016 年には，ゾーン内一律であった発電側の送電線利用料金が，発

電タイプ別に系統へのインパクトを考慮した方法に見直され，新たな料金体系となった。 
 
以上のように英国では，既に託送料金の発電事業者への発電容量課金，発電所の立地を考慮したゾ

ーン別料金が採用されているので，これを調査することは日本へのインプリケーションを得られるな

ど有益であると考えられる。なお，英国でゾーン別料金が採用されていること自体は既に各所で報告

されているが，具体的な料金算定手法まで解説した例はない。そこで本稿では，ICRP モデルについ

て説明し，英国の送電線利用料金の算定手法を紹介する。なお，本稿では発電事業者に適用される送

電線利用料金を中心に取り扱うこととする。 
 

２．英国の託送料金の体系（海外電力調査会（2016a）） 
英国の託送料金には，①接続料金，②送電線利用料金（TNUoS：Transmission Network Use of 

System），③バランシングサービス料金（BSUoS：Balancing Services Use of System）の 3 種類が

ある（表 1）。このうち，TNUoS についてゾーン別料金制を採用しており，本稿で取り扱う対象とす

る。また TNUoS は，「発電事業者が支払う TNUoS」と「小売事業者が支払う TNUoS」に分けられ，

現在英国では，発電側の TNUoS が 27 ゾーン，小売側の TNUoS が 14 のゾーンに分かれている（図

1）。 
 
発電側の TNUoS はさらに図 2 に示すとおり，発電所付近の変電所や送電線にかかる料金（Local 

Tariff）と送電系統全体にかかる料金（Wider Tariff）に分かれる。Local Tariff は発電所固有の料金

となっている。また，Wider Tariff の中の Locational Charge がゾーン別料金となっており，Residual 
Charge は全国一律料金となっている。2016 年 4 月に改定されたのは，従来単一の要素で構成されて

いた Locational Charge が，図 2 に示す大きく 3 つの要素から構成されるようになった点である。本

稿では，この Wider Tariff の中の Locational Charge と Residual Charge の算定手法を紹介する。 
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表 1 英国の送電線利用者が支払う託送料金 

 
出所 海外電力調査会（2016a） 

 

 

出所 海外電力調査会（2016a） 
図 1 発電事業者の TNUoS と小売事業者の TNUoS 
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出所 海外電力調査会（2016a） 
図 2 発電事業者が支払う送電線利用料金（2016 年 4 月に改定） 

 
３．改定前のゾーン別送電線利用料金 
3.1 ICRP モデル（Jiangtao Li（2015）） 

ICRP モデルは，設備の投資コストの限界費用（増分費用）を計算するもので，ノード別に算出す

ることができる。英国ではさらにほぼ等しい限界費用を持つノードの集まりで「ゾーン」が形成され，

ゾーンに含まれるノードの限界費用を加重平均した値をゾーンの料金としている。 
 
ICRP モデルを採用した背景には，英国特有の系統事情がある。英国の系統では，国内北部の電源

地帯からロンドンを含む南部地域へのいわゆる「南向き潮流」が支配的であり，これが送電系統の安

定運用に大きな影響を与える。このような系統状態においては，北部に電源を建設する場合は南北潮

流を増加させる方向となり，南北系統の増強が必要となる。一方で，南部に電源を建設する場合は南

北潮流を減少させる方向となる。このため，ICRP モデルにより系統への投資コストの限界費用を反

映した送電線利用料金とすることで，北部の料金を高くし，南部の料金を安くする。これにより発電

所の建設を南部に誘導し，系統増強費用を抑えることを指向したのである。また Nationalgrid1は，

ICRP モデルによる評価が他の評価手法と整合性がとれていることも確認している。具体的には，各

ゾーンの新規電源立地可能量を求め，北部ほど電源立地可能量が少なく，南部ほど電源立地可能量が

多くなることを確認した。さらに，送電ロスの面から以下の確認をしている。各ゾーンに 100MW の

電源を新設したときの増分ロスを計算し，北部ほど増分ロスが大きく南部ほど増分ロスが小さく（ま

たは負となる）ことを確認している。したがって，ICRP モデルによる南部への発電所立地の誘導は，

ロス低減にも有効であることが分かる。（海外電力調査会（1996）） 
 
次に，具体的に ICRP モデルによるゾーン別の送電線利用料金算出方法を説明する。なお，ここで

は簡単のため，2016年 4月以前の，Locational Chargeが単一の要素で構成されていた際のLocational 
Charge の算出方法をまず説明する。概略の計算手順を図 3 に示す。 
                                                   
1 英国の送電事業会社で，英国のイングランド地方とウェールズ地方の基幹電力系統の所有，計画，

保守，および英国基幹系統全体の系統運用を行っている。スコットランドについては、南部の系統を

Scottish Power Transmission、北部と中部の系統を Scottish Hydro Electric Transmission が所有

している。 

Local Tariff Wider Tariff 
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出所 Jiangtao Li（2015） 

図 3 ICRP モデルによる投資コストの限界 MWkm 算出 
 

次に詳細な算出手順を説明する。需要がピークとなる時間断面の潮流図を用いて，全てのノードの

発電機の送電端容量を総需要に等しくなるようスケールダウンする。 
Gn = Gn × GSF 
ただし， 
n：ノード n 
Nn：ノード数 
Gn’：ノード n におけるピーク時の発電機の容量（送電端） 
GSF：発電スケーリングファクター（全系一律の値） 

GSF = / ′ 
Dn：ノード n における想定需要 
 
次にベースとなる MWkm を計算する。 

M = × × | | 
ただし， 
M：ベースとなる MWkm 
l：送電線 l 
Nl：送電線数 
Ll：送電線 l の亘長 
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EFl：送電線 l の増強ファクター2。また，Ll✕EFlを各送電線の等価距離と呼ぶ。 
fl：送電線 l の潮流 
 
次に，図 3 に示したように，限界 MWkm を求めたい発電ノード n に 1MW を注入し，全ノードか

ら合計 1MW 抽出3した場合の各ノードの MWkm，およびその増分である限界 MWkm を求める。な

お需要の場合は，需要ノード n から 1MW 抽出し，全ノードに合計 1MW 注入して限界 MWkm を求

める。したがって，発電側で求めた限界 MWkm の正負を反転した値がノード n の限界 MWkm とな

る。 
∆ = −  
ただし， 
ΔMn：ノード n の限界 MWkm 
Mn：ノード n に 1MW 注入し，全ノードから合計 1MW 抽出した場合の MWkm 
 
ゾーンの限界 MWkm は，ゾーンに属するノードの発電量，需要量で重み付けした各ノードの限界

MWkm の平均である。 

= ∆ ×
∈  

= − ∆ ×
∈  

ただし， 
g／d：発電／需要ゾーン 
ZMGg／ZMDd：ゾーンの発電用限界 MWkm／ゾーンの需要用限界 MWkm 
SGg／SDd：発電ゾーンのノードの集合／需要ゾーンのノードの集合 
TGg／TDd：発電ゾーンの全発電量／需要ゾーンの全需要量 
 
よって，発電と需要の補正前のゾーン別料金は以下となる。 

ITT
ｇ

=
ｇ

× ×  
ITT = × ×  
ただし， 
ITTGg／ITTDd：発電ゾーンと需要ゾーンの補正前送電料金［￡/MW 年］ 
EC：増強定数4 
LSF：地点別セキュリテイファクター5 

                                                   
2 Expansion Factor：当該送電線の 1MWkm あたりの建設費が，基準となる送電線種別の 1MWkm
あたりの建設費の何倍となるかを表す係数。 
3全系需要をノード毎の需要比例で合計 1MW 増加させる。 
4 Expansion Constant：基準となる送電線の 1MWkm あたりの建設費と保守・運営費の年経費。英

国では 400kV 架空送電線の建設費の年経費（7.535￡/MWkm 年）と保守・運営費の年経費（2.055
￡/MWkm 年）の合計値（9.589￡/MWkm 年）を用いている（Nationalgrid（2016））。 
5 Locational Security Factor：n-1 故障を考慮した送電線容量設計時のマージン。具体的には，送電

線等の n-1 故障を考えた場合，実際に建設される送電線の容量が，送電線を流れる常時最大予想潮流
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補正前送電料金による総収入は以下となる。 

= ×  

= ×  

ただし， 
ZNG：発電ゾーン数 
ZND：需要ゾーン数 
 
英国では発電側からの収入と需要側からの収入の比率を 27:73 にすることが規定されている（海外

電力調査会（2016b））。したがって，総収入に対する需要側からの収入の比率を PF(=0.73)とすると，

補正前料金による総収入に対し以下のような補正を行う。 
= +  
= −  

ただし， 
C：下式を満たす収入の補正量 

C = −PF × + (1 − ) ×  
CTRRG：補正後の発電側の託送料金からの総収入 
CTRRD：補正後の需要側の託送料金からの総収入 
なお，CTRRGと CTRRDは以下の条件を満たす。 

： = (1− )：  
 
したがって，補正後の発電側と需要側の送電料金（図 2 の Locational Charge）は，以下となる。 

＝ × × +∑  

＝ × × − ∑  

 
また，図 2 の Residual Charge は，Nationalgrid 社の託送料金収入総額が，規制機関の Ofgem6が

予め定める額（TRR）と一致するように調整するものであり，下式で計算される。このとき，発電側

からの収入：需要側からの収入＝27:73 が成立する。 

= {(1− ) × } −
∑  

= { × }−
∑  

ただし， 

                                                   
に対して何倍程度必要かを表す定数。英国では 1.8 を使用。 
6 英国の規制機関。託送料金の認可などの権限を持つ。 
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RTG：発電側に課せられる残りの料金（図 2 の Residual Charge） 
RTD：需要側に課せられる残りの料金（図 2 の Residual Charge） 
TRR：図 2 の Wider Tariff で回収することが Ofgem により認められている収入総額7 
 
以上より，最終的な発電側および需要側の託送料金（図 2 の Wider Tariff で回収する料金 FTG，

FTD）は，以下で表せる。 
= +  
= +  

 
以上の算出式に基づいて算出した具体的な料金表（発電側の FTGg）を表 2 に示す。 

 
表 2 2015 年度に適用された料金表（発電側） 

 
出所 Nationalgrid（2015a）        

 
3.2 ゾーン形成の考え方（Nationalgrid（2016b）） 
同一ゾーンとするノードの範囲をどのように形成するかについては，以下の基準に沿って行われる。 

                                                   
7 最終的には，Nationalgrid にはゾーン別料金の大小に関わらず TRR の一定の収入が入るので，ゾ

ーン別料金の大小は発電事業者への影響は大きいが，送電事業者への影響は小さい。 
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・ゾーン内のノードの限界費用（ΔMn✕EC✕LSF）の乖離が±1.00￡/kW 以内（ゾーン内のノード

間の限界費用の乖離が最大 2.00￡/kW 以内）に収まる。 
・同一ゾーンのノードは地理的および電気的に隣接している。 
・ゾーン内のノードに接続する発電機はそのゾーンの送電料金にのみ寄与する。 

 
４．改定後のゾーン別送電線利用料金（Nationalgrid（2016b）） 
4.1 改定の背景と概要 
前述のとおり，2016 年 4 月に Wider Tariff の Locational Charge は大きく 3 つの要素から構成さ

れるようになり，発電設備が在来型電源か再生可能エネルギーをその代表とする出力変動電源かで，

同じゾーンでも送電線利用料金が異なることになった。このように電源別に価格を分けた背景には，

再エネ導入推進がある。発電事業者が負担する TNUoS では従来，同一ゾーン内の場合，再エネ等の

出力変動電源に対しても在来型電源と同じ均一価格が設定されていた。そのため，ピーク時の電力需

要を供給できるよう送電容量を増強する場合も，そのコストを「発電事業者が負担する TNUoS」と

して，出力変動電源も在来型電源と同じように負担していた。しかし，出力変動電源はピーク時に出

力している保証がなく，ピーク対応供給力としても認められていない。このため，出力変動電源がピ

ーク時の電力需要を供給するための送電線増強コストを支払うことは，英国の再エネ導入目標達成の

障害になると考えられた。このような政治的背景から，2010 年に TransmiT プロジェクトが立ち上

げられて今回の変更が提案され，2014 年 7 月に Ofgem が承認した。これにより 2016 年 4 月から託

送料金が変更されることとなった8（Ofgem（2014），海外電力調査会（2016a））。 
 
新たな Locational Charge を構成する 3 要素は以下である（Nationalgrid（2015b），トーマツ監査

法人（2015），PwC アドバイザリー合同会社（2016））。 
① ピーク料金（Peak Security tariff）：ピーク需要に対する供給力を確保するために必要な送電投資

コスト。出力変動電源については本タリフによる負担はない。 
② 年間料金共有分（Year Round tariff, Shared）：年間の平均的な発電機出力の送電を確保するため

に必要な送電投資コストで，風力など低炭素電源の割合が 50%以下と少ない地域での送電投資コ

スト。低炭素電源比率が小さいため，出力調整可能な既存電源が年間負荷率で運用されたと仮定

した場合の潮流が流れる（送電線を既存電源がうまくシェアし，送電線のピーク潮流を抑える）

と想定されるため，電源の年間負荷率（0～100%）を乗じることで割り引いた料金が算定される。

具体的な算定手法は 4.3～4.7 で紹介する。 
③ 年間料金非共有分（Year Round tariff, Not-shared）：年間の平均的な発電機出力の送電を確保す

るために必要な送電投資コストで，風力など低炭素電源の割合が 50%を超える地域での送電投資

コスト。出力調整できない低炭素電源の出力がピークとなる時に潮流が最大となることが想定さ

れるため（電源の出力調整ができないため送電線をうまくシェアできず，低炭素電源が一斉にピ

ーク出力を出した際に送電線の潮流が最大となる），年間負荷率を乗ぜず料金を算定する。具体的

な算定手法は 4.3～4.7 で紹介する。 

                                                   
8 本改訂内容は，再生可能エネルギー導入の目的のために，論理的とは言い難い，かなり割り切った

ものとなっている点に注意を要する。 
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また，前述のとおり送電線利用料金の発電事業者と小売事業者の負担割合は，長年 27:73 で一定で

あったが，2010 年に欧州委員会が定めた規則により発電事業者に課すことのできる送電線利用料金

の上限値が設定されたことを受け，Nationalgrid は下式により発電事業者の負担割合 x[%]を算出・設

定している（海外電力調査会（2016b））。 

x = × 1− 100 ×
× × 100 

ただし， 
CAPEC：欧州委員会規則で定められた託送料金の上限値[€/MWh] 
y：予測値に対する誤差のマージン[%] 
GO：当該年度における送電系統に流入する課金対象となる総発電電力量の予測値[MWh] 
MAR：当該年度における送電事業者の最大許容収入[￡] 
ER：予算責任局の当該年度のユーロ・￡の為替予測値[€/￡] 
 
2015/2016 年度の具体的な発電事象者の負担割合は表 3 に示すとおりであり，2016 年度の発電事

業者の負担割合は，従来の約 23%から約 17%に低下している。 
以降，具体的な Locational Charge の算出方法を説明する。 
 

表 3 TNUoS における発電事業者負担割合 

 

出所 海外電力調査会（2016b）           
 

4.2 発電機の出力分布 
改定された Locational Charge の算出方法のうち，算出に用いる発電機の出力分布について説明す

る。基本的に 3.1 に示した手順と同様のステップを踏むが，より複雑になっている。3.1 では需要がピ

ークとなる時間断面の潮流図を用いていたが，新たな方法では，ピークの時間断面に想定される発電

機出力分布の潮流図（ピーク料金算定に使用）と，年間の平均的な時間断面に想定される発電機出力

分布の潮流図（年間料金算定に使用。なお，需要についてはピーク料金算定用と同じくピーク需要を

用いており，年間平均需要を用いているのではないことに留意）の 2 種類を用いる。また，ここでも

発電機の送電端容量の合計が総需要に等しくなるようスケールダウンを行うが，その際用いる指数（発

電スケーリングファクター：GSF）は，3.1 では均一の値となるが，ここでは表 4 のとおり，発電機

のタイプにより，またピーク断面か年間平均断面かにより数字が異なる。予め GSF が固定されてい
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る電源種と可変（Variable）となっている電源種があるが、後者は総需要と発電機容量を合致させる

ためのしわ取りに用いられる。 
 

表 4 発電機タイプ別のスケーリングファクター 

 
出所 Nationalgrid（2016b） 

 
4.3 ノードの限界 MWkm の算出 
次にノードの限界 MWkm の算出方法を説明する。具体例として，図 4 に示す 3 ノードのモデル系

統を考える。ここで， 
・ノード A の電源は出力変動電源で，ノード B の電源は従来型の電源である。 
・インピーダンスは，AB 間が 2X，BC 間が X，CA 間が X である。 
・送電線の等価距離9は，400kV 架空送電線の 1MWkm あたりの建設費の年経費を基準として，

275kV 架空送電線の増強ファクターを 2，400kV 地中送電線の増強ファクターを 10 とすると，

各送電線の等価距離は，AB 間が 3✕2＝6km，BC 間が 10km，CA 間が 6＋（2✕10）＝26km で

ある。 
 
図 4 の事例を用いて，まず，ピーク断面，年間平均断面のそれぞれについて，ベースとなる MWkm

を算出する。ピーク断面では，ノード A の発電機は出力変動電源であり，表 4 よりスケーリングファ

クターは 0 であるため，出力は 0 となる。ノード B の発電機は従来型電源であり，表 4 よりスケーリ

ングファクターは可変であるため，発電機の総出力が総需要（Total Dem）と一致するよう出力が調

整される。具体的には，（（1000+100+50）／1,495）✕1,495＝1,150MW となる。これをもとに，フ

ロー直流法10で各送電線を流れる潮流を計算すると，AB 間のインピーダンスが 2X，BC 間のインピ

ーダンスが X，CA 間のインピーダンスが X なので，Flow AB が－300MW，Flow BC が 800MW，

Flow AC が 200MW となる（図 5）。 

                                                   
9 送電線の距離とその送電線の増強ファクターとの積。３．（１）参照。 
10 電力潮流方程式を線形化した簡易な潮流計算手法（高橋，関根（1968）） 
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出所 Nationalgrid（2016b） 
図 4 モデル系統 

 

 

出所 Nationalgrid（2016b） 
図 5 ピーク断面の潮流図 

 
年間平均断面では，ノード A の発電機は出力変動電源であり，表 4 よりスケーリングファクターは

70%であるため，出力は 70%✕643MW＝450MW となる。ノード B の発電機は従来型電源であり，

表 3 よりスケーリングファクターは可変であるため，しわ取りに用いられ、出力は（（1,150－450）
／1,500）✕1,500＝700MW となる（図 6）。 

Gen=852MW 
Dem=50MW 

Gen=643MW 
Dem=100MW 

地中送電線 

等価距離：3✕2＝6km 

等価距離：10km 
等価距離：6＋ ✕2 10＝26km 

Gen=1150MW 
Dem=50MW 

Gen=0MW 
Dem=100MW 

300MW 

200MW 800MW 
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出所 Nationalgrid（2016b） 

図 6 年間平均断面の潮流図 
 
以上の結果から，この 3 ノードのモデル系統におけるピーク断面と年間平均断面の潮流図は図 7

のとおり。 
 

 

出所 Nationalgrid（2016b） 
図 7 ピーク断面，年間平均断面の潮流図 

 
これをもとに，ピーク料金および年間料金算定のベースとなる MWkm を算定する。その際，ピー

ク断面の潮流の方が大きい送電線はピーク料金の算定に，年間平均断面の潮流の方が大きい送電線は

年間料金の算定に用いられる。すなわち，B⇒A，B⇒C の送電線はピーク料金算定用，C⇒A の送電

Gen=852MW 
Dem=50MW 

ピーク断面の潮流 

年間平均断面の潮流 

75MW 

425MW 575MW 
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線は年間料金算定用に用いる。これは，全ての送電線をピーク料金で回収する送電線と年間料金で回

収する送電線に仕分けることを意味する。モデル系統のおいてそれぞれのベースとなる MWkm は，

以下となる。 
ピーク料金用ベース MWkm＝（300✕6）＋（800✕26）＝22,600MWkm 
年間料金用ベース MWkm＝425✕10＝4,250MWkm 
 
次に，基準ノードをノード A と仮定して，ノード C に 1MW 注入しノード A から 1MW 抽出11し

た場合の各送電線の潮流変化は図 8 となり，ノード C における MWkm は以下となる。 
ピーク料金用 MWkm＝（300.25✕6）＋（799.75✕26）＝22,595MWkm 
年間料金用 MWkm＝424.25✕10＝4,242.5MWkm 
 
したがって，ノード C における限界 MWkm は 
ピーク料金用限界 MWkm＝22,595－22,600＝－5MWkm 
年間料金用限界 MWkm＝4,242.5－4,250＝－7.5MWkm 
 
同様に，ノード A,B についても計算すると，ノード A は基準ノードであるため，ピーク料金用限

界 MWkm，年間料金用限界 MWkm ともに 0 となる。ノード B については， 
ピーク料金用限界 MWkm＝16MWkm 
年間料金用限界 MWkm＝－5MWkm 

となる。 

 
出所 Nationalgrid（2016b） 

図 8 ノード C に 1MW 注入，基準ノード A から 1MW 抽出した場合の潮流変化 

                                                   
11簡略化のため，本算出例では需要を増やすノードを A のみとしている。本来は各ノードの需要比例

で合計 1MW 需要を増加（＝ノード A から 0.087MW，ノード B から 0.043MW，ノード C から

0.870MW 抽出）。 
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4.4 ゾーン別限界 MWkm の算出 
4.3 において，各ノードにおけるピーク料金用限界 MWkm および年間料金用限界 MWkm を求め

る方法を説明した。本節では，導出した各ノードにおけるピーク料金用限界 MWkm および年間料金

用限界 MWkm から，ゾーン別のピーク料金用限界 MWkm および年間料金用限界 MWkm を求め

る。 
 
発電事業者に適用するゾーン別ピーク料金用限界 MWkm は，各ノードにおけるピーク料金用限界

MWkm を用いて下式で表せる。 

= ×∑ ∈  

=
∈

 

ここで， 
Gi：発電機ゾーン 
j：ノード 
NMkmPS：4.3 で求めた各ノードのピーク料金用限界 MWkm 
WNMkmPS：ノードの発電量で重み付けした各ノードのピーク料金用限界 MWkm 
ZMkmPS：ゾーン別ピーク料金用限界 MWkm 
Gen：ノードの発電量（ピーク料金用スケーリングファクターでスケーリングした量） 
 
同様に，発電側の年間料金用限界 MWkm は下式で表せる。 

= ×∑ ∈  

=
∈

 

ここで， 
j：ノード 
NMkmYR：4.3 で求めた各ノードの年間料金用限界 MWkm 
WNMkmYR：ノードの発電量で重み付けされた各ノードの年間料金用限界 MWkm 
ZMkmYR：ゾーン別年間料金料金用限界 MWkm 
Gen：ノードの発電量（年間料金用スケーリングファクターでスケーリングした量） 
 
同様に，需要側のピーク料金用限界 MWkm は下式で表せる。 

= −1 × ×∑ ∈  

=
∈

 

ここで， 
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Di：需要ゾーン 
Dem：各ノードの需要 
 
同様に，需要側の年間料金用限界 MWkm は下式で表せる。 

= −1 × ×∑ ∈  

=
∈

 

 
4.5 年間料金用限界 MWkm の共有分と非共有分への分割 
4.5.1 ゾーン境界の増分 MWkm 
発電側の年間料金用限界 MWkm について，当該ゾーンの年間料金用限界 MWkm と隣接するゾー

ンの年間料金用限界 MWkm との差分をとることで，境界分の年間料金用増分 MWkm が求められ

る。 
= −  

ここで， 
BIkmab：発電ゾーン A と発電ゾーン B の境界分の年間料金用増分 MWkm 
ZMkm：ゾーンの年間料金用限界 MWkm 
 

4.5.2 結合関係の決定 
ゾーン同士の結合関係は，発電機ゾーン間の電気回路（送電線）に基づいている。ゾーン間を結

ぶ電気回路がある場合，両ゾーンはゾーンの境界の年間料金用増分 MWkm を介してリンクしてい

る。このようなリンクのパスは，以下のように 2 つのパターンを使って簡略化できる。 
 

・並行するパス：長いパスが採用される。例を図 9 に示す。図 9 において，x,y,z はゾーン間の境界

の年間料金用増分 MWkm を表す。 

 
出所 Nationalgrid（2016b） 

図 9 結合の簡略化例 1 
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・並列するゾーン：図 10 に示すように 4 つのゾーンがループとなっている場合には，図 10 右側の

ように 3 ゾーンと 2 つのパスに簡略化できる。 
 

 
出所 Nationalgrid（2016b） 

図 10 結合の簡略化例 2 
 
最終的には図 11 のようにループを含まない完全に放射状の系統構成に変換することができる。図

11 において，矢印はゾーンの境界を流れる潮流の向きを表し，矢印の起点のゾーンの限界 MWkm
が矢印の終点のゾーンの限界 MWkm より大きくなる。最終的に矢印の終点は，概念上の中心（図

11 下部の 0 と表示してある点のことで，限界 MWkm が 0 となる仮想のゾーンに相当）に向かって

行く。 

 

出所 Nationalgrid（2016b） 
図 11 放射状系統に変換された結合ダイヤグラム 
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4.5.3 発電機タイプの分類 
次に発電機のタイプを表 5 に示すように炭素電源と低炭素電源に分ける。 
 

表 5 炭素電源と低炭素電源 

 
出所 Nationalgrid（2016b）         

4.5.4 境界共有ファクター（BSF12）の計算 
境界共有ファクターは，境界より上流側にある全てのゾーン（図 11 に示す，境界の潮流の矢印の

起点側に存在する全ゾーン。例えば図 11 の z4 と z6 の境界については，z1,z2,z3,z4 が上流側にある

ゾーンとなる。）の中に存在する発電機の低炭素電源と炭素電源との比率を用いて求めることができ

る。具体的には， 

+ ≤ 0.5 の場合には境界共有ファクター BSF：Boundary Sharing Factor は 100%となる。 

ここで， 
LC：当該境界より上流側のゾーンの低炭素電源の容量の合計値 
C：当該境界より上流側のゾーンの炭素電源の容量の合計値 

+ > 0.5 の場合には境界共有ファクターは， 

BSF = −2 × + + 2 となり，100%から 0%の値をとる。 

 
よって，各境界の年間料金用増分 MWkm の共有分は，下式で表せる。 

= ×  
ここで， 
SBIkmab：発電ゾーン A と発電ゾーン B 間の境界の年間料金用増分 MWkm の共有分 
BIkmab：発電ゾーン A と発電ゾーン B の境界分の年間料金用増分 MWkm（4.5.1 参照） 
BSFab：発電ゾーン A と発電ゾーン B 間の境界における共有ファクター 
 
同様に，非共有分については，下式で表せる。 

                                                   
12 Boundary Sharing Factor：ゾーン間を接続する送電線を通過する潮流における，低炭素電源由

来の潮流の比率と炭素電源由来の潮流の比率から決まる係数で，0 から 100%の値をとる。低炭素電

源比率が高いと BSF の値は低くなり，低炭素電源比率が 50%以上だと 100%の値をとる。 
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= −  
SBIkmab：発電ゾーン A と発電ゾーン B 間の境界の年間料金用増分 MWkm の非共有分 
 
したがって，ゾーン n における年間料金用限界 MWkm の共有分は下式となる。ここで SBIkmab

は，ゾーン n を起点とし，図 11 の矢印の下流方向に向かって最終的に概念上の中心に至るまでに通

過する境界の年間料金用増分 MWkm の共有分を示す。 

=  

ここで 
ZMkmnYRS：ゾーン n における年間料金用限界 MWkm の共有分 
 
同様に，ゾーン n における年間料金用限界 MWkm の非共有分は下式となる。 

=  

ここで 
ZMkmnYRNS：ゾーン n における年間料金用限界 MWkm の非共有分 
 
以上のように，各ゾーンの低炭素電源比率に応じて決められる BSF によって，年間料金用限界

MWkm を共有分と非共有分に分けることは，4.3 において年間料金で回収する送電線に仕分けられ

た送電線について，年間料金の共有分の料金から回収する分と年間料金の非共有分の料金から回収す

る分に BSF の比率で分けることを意味する。 
 
4.6 境界共有ファクターと境界分の年間料金用増分 MWkm の共有分と非共有分の計算例 
表 6 に示す 4 ゾーンの年間料金用限界 MWkm を持つ系統を考える。この例において，結合関係

は図 12 のようになっているとする。 
 

表 6 4 ゾーンの年間料金用限界 MWkm 

出所 Nationalgrid（2016b） 
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図 12 4 ゾーンの系統の結合関係 

出所 Nationalgrid（2016b） 
 

境界 AB について境界分の年間料金用増分 MWkm の共有分と非共有分を求める。低炭素電源比率

は， 

( + ) = 5050 + 0 = 1 

 
したがって，境界共有ファクターBSF は， 

BSF = −2 × + + 2 = −2 × 5050 + 0 + 2 = 0 

 
したがって，年間料金用増分 MWkm の共有分＝0✕100km＝0km，同非共有分＝（100－0）＝

100km となる。 
 
次に，境界 BC について境界分の年間料金用増分 MWkm の共有分と非共有分を求める。低炭素電

源比率は， 

( + ) = (50 + 80)(50 + 80) + (0 + 50) = 0.722 

 
したがって，境界共有ファクターBSF は， 

BSF = −2 × + + 2 = −2 × 130130 + 50 + 2 = 0.556 
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したがって，年間料金用増分 MWkm の共有分＝0.556✕200km＝111km，同非共有分＝（200－

111）＝89km となる。 
 
同様に，ゾーン CD 間，ゾーン D と残りのシステムの間についても BSF と年間料金用増分

MWkm の共有分と非共有分を求めることができる（表 7,8）。 
 
最後に各ゾーンの年間料金用限界 MWkm の共有分と非共有分を求める。ゾーン A の発電機につ

いては，概念上の中心までに，ゾーン AB 間，ゾーン BC 間，ゾーン CD 間，ゾーン Drest 間を通過

するので，ゾーン A の年間料金用限界 MWkm の共有分と非共有分は，通過するゾーン間の増分

MWkm の共有分，非共有分をそれぞれ合計し， 
年間料金用限界 MWkm の共有分＝0＋111＋40.5＋100＝251.5km 
年間料金用限界 MWkm の非共有分＝100＋89＋9.5＋0＝198.5km 

となる。同様にゾーン B については，概念上の中心（限界費用が 0 の点）までに，ゾーン BC 間，

ゾーン CD 間，ゾーン Drest 間を通過するので，ゾーン B の年間料金用限界 MWkm の共有分と非

共有分はその 3 つのゾーン間の増分 MWkm の合計（共有分：251.5km，非共有分：98.5km）とな

る。ゾーン C,D についても同様に計算して得られた各ゾーンの年間料金用限界 MWkm の共有分と

非共有分は表 7,8 となる。 
 

表 7 境界分の年間料金用増分 MWkm とゾーン別年間料金用限界 MWkm の共有分 

 
出所 Nationalgrid（2016b） 

 
表 8 境界分の年間料金用増分 MWkm とゾーン別年間料金用限界 MWkm の非共有分 

 

出所 Nationalgrid（2016b） 
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4.7 補正前のゾーン別料金と残りの料金（Residual Tariff）と最終的な料金 
3.1 と同様に，ゾーン別限界 MWkm（ピーク料金用限界 MWkm，年間料金用限界 MWkm の共有

分，非共有分）から，補正前のゾーン別料金を求めると下式のようになる。 
= × EC × LSF 

= × EC × LSF 
= × EC × LSF 

ここで， 
ZMkmGiPS：各発電ゾーンのピーク料金用限界 MWkm 
ZMkmGiYRNS：各発電ゾーンの年間料金用限界 MWkm の非共有分 
ZMkmGiYRS：各発電ゾーンの年間料金用限界 MWkm の共有分 
EC：増強定数13 
LSF：地点別セキュリテイファクター14 
ITTGiPS：各発電ゾーンの補正前ピーク料金 
ITTGiYRNS：各発電ゾーンの補正前年間料金の非共有分 
ITTGiYRS：各発電ゾーンの補正前年間料金の共有分 
 
なお，出力変動電源についてはピーク料金を負担しないので，ピーク料金用フラグ（PS フラグ：

Peak Security Flag）として 0 を，それ以外の電源については 1 を用いる。また，年間料金の共有分

に用いる年間負荷率（ALF：Annual Load Factor）については，過去 5 年間の発電出力実績を基

に，下式を用いて計算される。 

ALF = ∑ ℎ
∑ × 0.5 

ここで， 
GMWhp：設定期間における発電所の出力実績 
TECp：設定期間における発電所の送電端定格容量（Transmission Entry Capacity） 
 
以上より，補正前料金により回収される費用のうち，補正前ピーク料金により回収される費用は

下式となる。 

= ( × × ) 
ここで， 
ITRRGPS：補正前ピーク料金により回収される費用 
GGi：各発電ゾーンの発電機の送電端定格容量の合計出力の想定値 

                                                   
13 Expansion Constant：基準となる送電線の 1MWkm あたりの建設費と保守・運営費の年経費。

英国では 400kV 架空送電線の建設費（7.535￡/MWkm 年）と保守・運営費の年経費（2.055
￡/MWkm 年）の合計値（9.589￡/MWkm 年）を用いている（Nationalgrid（2016））。 
14 Locational Security Factor：n-1 故障を考慮した送電線容量設計時のマージン。具体的には，送

電線等の n-1 故障を考えた場合，実際に建設される送電線の容量が，送電線を流れる常時最大予想潮

流に対して何倍程度必要かを表す定数。英国では 1.8 を使用。 
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FPS：発電機タイプに応じたピーク料金用フラグ 
n：発電機ゾーン数 
 
同様に，補正前料金により回収される費用のうち，年間料金の共有分，非共有分により回収され

る費用は下式となる 

= ( × ) 

= ( × × ) 

ここで， 
ITRRGYRNS：補正前年間料金の非共有分により回収される費用 
ITRRGYRS：補正前年間料金の共有分により回収される費用 
ALF：各発電機の年間負荷率 
以上より，全ゾーン一律の残りの料金（Residual Tariff）を求めると，下式となる。 

= [(1− ) × ]− − − −∑  

ここで， 
RT：残りの料金（Residual Tariff） 
TRR：TNUoS で回収するすることが Ofgem により認められている総額 
PF：全収入（TRR）に対する需要側からの収入の比率 
LCRRG：図 2 の Local Tariff で回収する費用（詳細説明略） 
 
最終的な託送料金は，下式となる。 

= × + + × + +  
ここで， 
FTG：最終的な発電側のゾーン別託送料金（TNUoS） 
LTGi：発電機 Gi の Local Tariff（￡/kW）， = ∑ ×  
 
以上の算出式に基づいて算出した具体的な料金表を表 9 に示す。 
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表 9 2016 年 4 月に改定された算出式による料金表 

 
出所 Nationalgrid（2016a）  

 
５．おわりに 
以上，英国におけるゾーン別送電線利用料金について，その具体的な算定手法を中心に紹介し

た。英国では当初はアカデミックな手法で算定をしていたが，昨今の再生可能エネルギーの台頭によ

り，その系統増強への影響を考慮したより複雑な算定手法へと変遷を遂げている。日本においても，

我が国特有の系統事情がある。例えば，ピークとオフピークで送電線の潮流の向きが変わるなど，潮

流の向きが一定ではない送電線があり，さらにオフピークの方が送電線混雑が発生しやすい送電線が

あるなど，英国のようにピーク需要における単純な南北潮流の系統モデルを考えれば良いというわけ

ではない。また，自家発自家消費など，系統に潮流をあまり流さない電源の扱いをどうするかといっ

た課題もある。日本への適用にあたっては，そういった個別の事情を踏まえた議論を行った上での託

送料金制度になることが望ましい。本稿が，日本の託送料金のあり方の議論の一助となれば幸いであ

る。 
 
参考文献 
１．海外電力調査会（2016a）：【英国】再生可能エネルギー等の大量導入を見据えた託送料金設計

の変更，JEPIC トピックス 9 月 1 日（2016-16）号 



- 23 - 
 

２．海外電力調査会（2016b）：【英国】託送料金における発電事業者負担割合の設定方法，JEPIC
トピックス 9 月 1 日（2016-16）号 

３．Jiangtao Li（2015）：Transmission Use of System Charges for a System with Renewable 
Energy, Jiangtao Li, Department of Electronic and Electrical Engineering, University of Bath 
http://opus.bath.ac.uk/45264/1/Jiangtao_Li_095902333.pdf 

４．海外電力調査会（1996）：英国 NGC 社の送電料金について，海外電力 1996 年 2 月号 
５．高橋，関根（1968）：フロー直流法による潮流計算，高橋，関根，電気学会雑誌 Vol.88（1968） 
６．Ofgem（2014）：Project TransmiT：Decision on proposals to change the electricity transmission 

charging methodology, Ofgem 
http://www2.nationalgrid.com/UK/Industry-information/Electricity-
codes/CUSC/Modifications/CMP213/ 

７．Nationalgrid（2015a）：Final TNUoS tariffs for 2015/16, Nationalgrid 
http://www2.nationalgrid.com/UK/Industry-information/System-charges/Electricity-
transmission/Approval-conditions/Condition-5/ 

８．Nationalgrid（2016a）：Final TNUoS tariffs for 2016/17, Nationalgrid 
http://www2.nationalgrid.com/UK/Industry-information/System-charges/Electricity-
transmission/Approval-conditions/Condition-5/ 

９．Nationalgrid（2016b）：The Connection and Use of System Code（section14）, Nationalgrid 
http://www2.nationalgrid.com/uk/industry-information/electricity-codes/cusc/the-cusc/ 

１０．Nationalgrid（2015b）：Introduction to Final Generator Payments, Nationalgrid 
http://www2.nationalgrid.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=44937 

１１．トーマツ監査法人（2015）：平成 26 年度新エネルギー等導入促進基礎調査（再生可能エネル

ギー導入拡大のための広域連系インフラの強化等に関する調査）業務報告書 平成 27年 2月，

トーマツ監査法人 
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/000177.pdf 

１２．PwC アドバイザリー合同会社（2016）：平成 27 年度電源立地推進調整等事業（諸外国の託

送制度に関する調査）報告書 平成 28 年 2 月，PwC アドバイザリー合同会社 
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000289.pdf 

 


	要旨
	目次
	1.はじめに
	2.英国の託送料金の体系
	3.改訂前のゾーン別送電線利用料金
	3.1ICRPモデル
	3.2ゾーン形成の考え方
	4.改訂後のゾーン別送電線利用料金
	4.1改定の背景と概要
	4.2発電機の出力分布
	4.3ノードの限界MWkmの算出
	4.4ゾーン別限界MWkmの算出
	4.5年間料金用限界MWkmの共有分と非共有分への分割
	4.5.1ゾーン境界の増分MWkm
	4.5.2結合関係の決定
	4.5.3発電機タイプの分類
	4.5.4境界共有ファクター（BSF)の計算
	4.6境界共有ファクターと境界分の年間料金用増分MWkmの共有分と非共有分の計算例
	4.7補正前のゾーン別料金と残りの料金（Residual Tariff)と最終的な料金
	5.おわりに
	参考文献

